
○岡山県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の議員報酬及び報酬並びに費用弁

償に関する条例 

 

平成１９年２月１日 

広域連合条例第１０号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準

用する同法第２０３条第４項及び第２０３条の２第４項の規定に基づき、岡山県後期高

齢者医療広域連合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償並びに議会の議員を除く特別職

の職員の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。 

 （議員報酬及び報酬の額） 

第２条 議員報酬及び報酬の額は、別表第１のとおりとする。 

 （議員報酬及び報酬の支給方法） 

第３条 日額による報酬は、勤務の都度支給する。ただし、勤務の都度支給することにつ

いて支障のある場合には、別に定める方法により支給することができる。 

２ 議員報酬及び年額による報酬は、その職についた月から支給し、その職を離れたとき

は、その月まで支給する。ただし、月を同じにして職に異動を生じたときは、その月か

ら新たな職に対する議員報酬又は報酬を支給する。 

３ 議員報酬及び年額による報酬は、その年度分を３月に支給する。 

４ 前項の規定にかかわらず、年度の中途において退職、失職又は死亡したときは、その

都度支給する。 

第４条 議員報酬又は年額による報酬を受ける者が、年度の中途において就任又は退職、

失職若しくは死亡したときの議員報酬又は報酬の額は、月割計算による。 

 （費用弁償） 

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の旅費は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 

３ 特別職の職員が議会の定例会若しくは臨時会、又は選挙管理委員会、監査若しくは情

報公開・個人情報保護審査会の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

４ 前項の旅費は、第１項の規定にかかわらず、車賃とする。ただし、公有自動車を使用

したときは、これを支給しない。 

 （鉄道賃等の額） 

第６条 鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃の額は、一般職の職員の例による。 

 （日当等の額） 

第７条 日当及び宿泊料の額は、別表２のとおりとする。 

２ 鉄道１００キロメートル未満、水路５０キロメートル未満又は陸路２５キロメートル

未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の２分の１に相

当する額とする。 

３ 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道４キロメートル、水路２キロメー



トルをもってそれぞれ陸路１キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。 

４ 県内における旅行の場合には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により

宿泊した場合を除き、前３項の規定にかかわらず、日当は支給しない。 

５ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

 （旅費の支給方法等） 

第８条 前３条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他特別職の職員の旅費について

は、一般職の職員の例による。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日広域連合条例第３０号） 

 この条例は、平成１９年５月１日から施行する。 

附 則（平成１９年７月１日広域連合条例第３２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２０年９月１日広域連合条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 



別表第１（第２条関係） 

区分 議員報酬・報酬の額 

議会 議長 年額 ４２，０００円 

副議長 年額 ３６，０００円 

議員 年額 ３０，０００円 

広域連合長 年額 ８４，０００円 

副広域連合長 年額 ７２，０００円 

選挙管理委員会 委員長 日額  ５，０００円 

委員 日額  ４，０００円 

監査委員 識見者 年額 ３６，０００円 

議会選出 年額 ２４，０００円 

情報公開・個人情報保護審査会委員 日額  ５，０００円 

 

別表第２（第７条関係） 

日当（１日につき） 宿泊料（１泊につき） 

３，０００円 １５，０００円 

 


